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第９ 予   算 
平成21年度生活衛生関係営業対策予算の概要 

事     項 
20 年 度

予 算 額

21 年 度

予 算 額

対 前 年 度

増 △ 減 額
備     考 

 千円 千円  

生活衛生営業対策費 1,056,717 1,014,422 △42,295  

１ 本省費 29,891 23,993 △5,898  

 ⑴ 生活衛生営業実態調査費 20,554 15,633 △4,921  

 ⑵ その他 9,337 8,360 △977  

２ 生活衛生振興助成費等補助金 

 （全国指導センター） 

417,589 412,789 △4,800  

 ⑴ 人件費 65,867 66,494 627  

 ⑵ 事業費 351,722 346,295 △5,427 ア．指導事業費 11,517 ( 11,720)

イ．消費者対応事業費 2,766 (  2,829)

ウ．指導者等研修費等 9,595 (  9,598)

エ．活性化促進事業費 19,005 ( 21,423)

 ・生活衛生営業情報ネットワーク事業費 16,557 ( 16,708)

 ・生活衛生営業健康推進等事業費 2,448 (  4,715)

オ．生活衛生振興助成費 230,328 (230,780)

 ・生活衛生関係営業振興指導事業費 19,940 ( 20,119)

 ・生活衛生関係営業振興事業調査・研究費 22,389 ( 22,662)

 ・全国生活衛生同業組合連合会等振興助成費 134,000 (134,000)

 ・都道府県生活衛生同業組合振興助成費 53,999 ( 53,999)

カ. 生活衛生関係営業成長力底上げ 

戦略推進事業費  

 

61,837 ( 75,372)

 

 ・後継者育成支援事業費 46,342 ( 58,844)

 ・経営改善推進事業費  15,495 ( 16,528)

キ ．省エネルギー実施促進事業 11,247 (      0)

３ 生活衛生営業指導費補助金 

  (都道府県指導センター) 

609,237 577,640 △31,597  

 ⑴ 人件費 430,198 414,606 △15,592  

 ⑵ 事業費 179,039 163,034 △16,005 ア．相談指導事業費 116,268(107,291)

イ．分野調整等協議会等事業費 3,277(  4,093)

ウ．情報化整備事業費 13,207( 13,207)

エ．活性化促進事業費 30,282( 54,448)

 (ｱ) まちおこし推進事業費 5,966(  5,966)

 (ｲ) 生活衛生営業健康推進等事業費 24,316( 48,482)

  ・健康入浴推進事業 12,840( 30,597)

    ・生衛業地域支援事業費 8,220( 12,480)

  ・災害時支援体制整備等推進事業   3,256(  5,405)
 

合          計 1,056,717 1,014,422 △42,295  
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 〔平成21年度予算〕 〔前年度予算額〕 

生活衛生営業対策費 1,014,422千円 （1,056,717千円） 

 

生活衛生営業対策費は，公衆衛生の見地から，国民の日常生活にきわめて深い関係のある生活衛生関係

営業（以下「生衛業」という。）の経営の近代化，合理化を促進するなど，経営の健全化に資する育成指

導等の強化を図るために必要な経費。 

 

１ 生活衛生営業実態調査費 15,633千円 （20,554千円） 

生衛業の経営の実態並びにその活動状況を年次的に把握し，生衛業の経営指導指針を策定するとともに

経営指導員等の行う経営診断及び指導資料を作成するために必要な経費。 

 

２ 全国生活衛生営業指導センター及び都道府県生活衛生営業指導センターに対する補助 

 990,429千円 （1,026,826千円） 

生衛業の経営の安定と振興を図るため，全国及び都道府県生活衛生営業指導センターによる経営指導の

充実や生活衛生同業組合（以下「組合」という。）等による自主的な活動を促進するために必要な経費。 

 

⑴ ㈶全国生活衛生営業指導センター 412,789千円 （417,589千円） 

〔事業内容〕 

ア 指導事業 

( )ア  生活衛生同業組合連合会（以下「連合会」という。）相互の連絡調整及び連合会が行う事業に

対する指導 

( )イ 都道府県指導センターが行う事業に対する連絡調整及び指導 

( )ウ 都道府県指導センター，連合会及び組合等に対する広報 

イ 消費者対応事業 

標準営業約款制度の見直し 

ウ 指導者等研修事業 

生衛業の衛生水準の向上，経営の近代化，合理化等を図るための研修会の開催 

エ 活性化促進事業 

( )ア 全国指導センター，都道府県指導センターのネットワーク機能の強化 

( )イ 生衛業地域生活支援事業等の優良な取組事例集を作成するとともに，都道府県生活衛生営業指

導センターが行う事業の実施指導等を行う。 

オ 生活衛生振興助成費 

連合会等の自主的な活動により消費者サービスの向上，地域の福祉増進，人材の育成，衛生水準

の向上，生衛組合の組織強化・活性化等の事業に対し，助成を行うための経費 

カ 生活衛生関係営業成長力底上げ戦略推進事業 

( )ア 生衛業への就職を促進するため，インターンシップ制度を活用した後継者の育成支援事業を実

施 

( )イ 生衛業事業の共同化，協業化，効率化等，経営手法の改善を推進する事業を実施 
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キ 生活衛生関係営業における省エネルギー実施促進事業 

省エネルギーの推進を図るため，飲食店業及び宿泊業以外の業種についてガイドラインを策定 

 

⑵ ㈶都道府県生活衛生営業指導センター 577,640千円 （609,237千円） 

〔事業内容〕 

ア 相談指導事業 

生衛業における衛生施設の改善向上並びに経営に係る相談指導 

イ 分野調整等協議会等事業 

紛争解決のための調査検討・当事者間の自主的調整の促進等を図る事業 

ウ 情報化整備事業 

生衛業に係る情報の蓄積及び総合情報ネットワークの運営 

エ 活性化促進事業 

( )ア 一般公衆浴場を活用した地域住民の健康づくりを支援する事業 

( )イ 商店街及び地域社会の活性化を図るための街づくりを支援する事業 

( )ウ 耐震改修促進法に基づく地方公共団体の各種施策を営業者に情報提供するとともに，災害が発

生した際に，高齢者や障害者等の災害弱者を旅館・ホテル，公衆浴場等において円滑に受け入れ

られる体制等を検討し，地域の防災対策に資するための事業 
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